
４
年
度
（
３
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き　

２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫

の
平
日
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
５
時

※
２
月
20
日
㈰
の
み
午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
３
時
に
開
設

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
申
告
期
間

は
個
別
に
指
定

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

対
象

　

４
年
１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の

人
申
告
が
必
要
な
人

　

左
表
の
と
お
り

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
３
年
中
に
収
入
が
無
か
っ
た
人

◦
合
計
所
得
金
額
が
【
35
万
円
×
（

同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
＋

１
）
＋
31
万
円
】
未
満
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
45
万
円
未
満
の
人

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る
人

◦
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
の

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
国
民
健
康

保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
を
申

請
す
る
た
め
に
証
明
書
類
が
必
要

な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
、
個
人
番
号
確
認

書
類
、
公
的
年
金
ま
た
は
給
与
の

源
泉
徴
収
票
、
医
療
費
控
除
の
明

細
書
な
ど

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

※
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
た
め
、

可
能
な
限
り
郵
送

◆
市
民
プ
ラ
ザ
出
張
申
告
会
場
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　

先
着
順
で
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

配
布
終
了
後
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

と
き　

２
月
９
日
㈬
・
10
日
㈭

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１

時
～
４
時

と
こ
ろ

　

市
民
プ
ラ
ザ
４
階
（
研
修
室
）

※
例
年
と
は
異
な
り
、
申
告
会
場
が

市
民
プ
ラ
ザ
と
な
る
た
め
注
意

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

※
市
役
所
で
税
務
署
分
の
確
定
申
告

は
受
付
不
可
。
門
真
税
務
署
の
申

告
会
場
へ
提
出

門
真
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
た
め
、

税
務
署
内
で
対
面
に
よ
る
相
談
は
原

則
行
い
ま
せ
ん
。

◆
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
確
定
申
告

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し

て
申
告
書
等
を
作
成
し
、
ｅ
︲
Ｔ
ａ

ｘ
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー

ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０（
０
１
）５
９
０
１

◆
確
定
申
告
の
作
成
・
相
談
会
場
を

守
口
門
真
商
工
会
館
へ
設
置

と
き

　

２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫
の
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
受
付
は
午
後
４
時
ま
で
。
混
雑
状

況
に
よ
り
早
ま
る
場
合
あ
り

※
こ
の
期
間
は
門
真
税
務
署
内
の
申

告
書
作
成
会
場
な
し

◆
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
入

場
整
理
券
が
必
要

　

当
日
配
布
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通

じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
に
よ
る

入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

確
定
申
告
に
は
控
除
証
明
書

の
添
付
が
必
要

　

３
年
１
月
～
12
月
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追

納
さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
に
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
ま
た
は
領
収
証
書
を
確
定
申
告

の
際
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
族
の
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
も
そ
の
全
額
が
納
付
し
た
人

の
控
除
対
象
と
な
る
た
め
、
家
族
分

の
証
明
書
も
添
付
し
、
自
身
と
家
族

分
の
保
険
料
を
合
算
し
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

◦
３
年
１
月
～
９
月
に
納
付
…
３
年

11
月

◦
３
年
10
月
～
12
月
に
初
め
て
納
付

…
２
月
上
旬

※
市
役
所
で
控
除
証
明
書
の
発
行
不

可
問
合
専
用
電
話

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

②
☎
０
３（
６
６
３
０
）２
５
２
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
平
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・

国
民
健
康
保
険
高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
２
年
８
月
１
日
～

３
年
７
月
31
日
に
支
払
っ
た
医
療
保

険
と
介
護
保
険
の
合
計
自
己
負
担
額

が
所
得
区
分
に
応
じ
た
基
準
額
を
超

え
た
場
合
に
、
超
え
た
金
額
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。
対
象
者
に
は
勧
奨

通
知
を
送
付
し
ま
す
。

※
医
療
費
用
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用

の
い
ず
れ
か
が
０
円
の
と
き
、
超

過
額
が
５
０
０
円
以
下
の
と
き
は

支
給
対
象
外

◆
勧
奨
通
知
が
届
か
な
く
て
も
申
請

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◦
後
期
高
齢
者
医
療
…
都
道
府
県
を

超
え
る
転
出
を
し
た
人

◦
国
民
健
康
保
険
…
門
真
市
か
ら
転

出
ま
た
は
門
真
市
へ
転
入
し
た
人

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

（
外
来
年
間
合
算
）

支
給
申
請
書
が
届
い
た
人
へ

　

こ
の
申
請
書
は
年
間
を
通
し
て
高

額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
人
の
負
担

が
増
え
な
い
よ
う
、
自
己
負
担
額
の

年
間
上
限
を
超
え
た
人
へ
送
付
し
て

い
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
書
が
届
き

次
第
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
給
付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

国
民
健
康
保
険
料
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
済

確
認
書
の
送
付
を
取
り
や
め

　

１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
支
払
っ

た
保
険
料
が
記
載
さ
れ
た
納
付
済
確

認
書
は
、
３
年
支
払
い
分
よ
り
送
付

を
取
り
や
め
、
電
話
ま
た
は
窓
口
へ

申
請
を
し
た
人
へ
交
付
す
る
よ
う
変

更
し
ま
し
た
。
領
収
書
を
紛
失
し
た

場
合
や
納
付
額
が
わ
か
ら
な
い
場
合

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

　

国
民
健
康
保
険
事
業
な
ど
を
実

施
す
る
た
め
の
財
源
は
、
主
に
国

の
補
助
金
や
国
民
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
す
る
皆
さ
ん
の
納
め
る
保

険
料
か
ら
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
期
限
を
１
日
で
も

過
ぎ
る
と
滞
納
と
な
り
、
納
期
限

ま
で
に
保
険
料
を
納
め
た
人
と
の

公
平
性
を
保
つ
た
め
、
督
促
状
発

送
に
よ
る
督
促
手
数
料
（
１
通
50

円
）
や
納
期
限
か
ら
実
際
に
保
険

料
を
納
め
た
日
ま
で
の
日
数
に
応

じ
た
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
。

　

ま
た
、
滞
納
状
態
が
続
く
と
滞

納
処
分
に
よ
る
差
押
な
ど
が
行
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
滞
納
は
放
置
せ
ず
、

必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

国
民
健
康
保
険
料
や

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は

納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

市・府民税の申告が必要な人（例）
職業など 申告に必要な物

自営業

収支内訳書など

◦本人確認書類（※）
◦市・府民税の申告書
◦�社会保険料（介護保険料を
含む）の支払証明書（領収
書）
◦�生命保険、地震保険料の控
除証明書
◦医療費の明細書など
◦�障がい者・勤労学生控除を
受ける人は身体障がい者手
帳や在学証明書

大工、左官、建築手伝い、各
種外交員など

不動産所得のある人

配当所得のある人
※�上場株式などの配当所得は
源泉分離のため申告不要。
申告分離課税の選択も可

支払通知書など

２カ所以上からの給与がある
人
※�パート・アルバイトなどを
含む 源泉徴収票など

３年中に中途退職をした人

※�本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証、障がい者手帳など）、個
人番号確認書類（通知カード）

お買い物サイトお買い物サイト
「もりかどECマーケット」「もりかどECマーケット」

を開設を開設
　守口門真商工会議所はネット通販に取り組む地域のお店
を応援するため、お買い物サイト「もりかどECマーケット
」を開設しました。門真の人気商品をその場で購入・予約
ができます。ぜひご利用ください。

◆QUOカード1000円分が当たる開設記念キャンペーン
応募期限　２月28日㈪まで
応募方法
　もりかどECマーケットの応募フォー
ムから応募
当選人数　50人
※当選者の発表は商品の発送をもって
かえさせていただきます
問合先
　守口門真商工会議所
　☎０６(６９０９)３３０３

もりかどEC
マーケットは
こちら

注目ランキングやお店のピックアップ情報など盛りだくさん‼

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

２
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区　

城
垣

町
、
北
巣
本
町
、
巣
本
町
、
宮
前

町
、
下
島
町
、
島
頭
１
～
４
丁
目

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
行
業
者　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用　

無
料

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

保

険

税

金

年

金

上
下
水
道
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